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除却協力員は随時募集中で す！

除却協力員を随時募集しています。「八王子市違反広告物除却協

力員のしおり」を用いた簡単な制度説明ののち、後日身分証と腕章

を交付します。お知り合いで興味のある方がいらしたら、まちなみ

景観課にご連絡ください。

■65歳以上の方へ

除却協力員の活動は、高齢者ボランティア・ポイント

制度の対象となります。詳細については、裏面をご覧

ください。

身分証

腕章

寒くなってきたニャー

公共電柱広告のデザイン向上に取り組みます！

現在、103名の方に活動していただいております。

協力員の任期を「1年以内」から「3年以内」に変更したため、次回の継続の意思確認は

令和7年の予定です。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

ワンポイント

で目立つ。

過度に派手な

色彩は使用し

ない。

電柱に表示されている「通学路注意」

や「とびだし注意」の表示が派手すぎる

と感じたことはありませんか？

まちなみ景観課では、このような公共

電柱広告に対して、表示としての機能は

維持しつつも景観への配慮を行うため

の『デザインガイドライン』を作成中です。

今後、関係所管や警察等へ啓発活動を

行っていく予定です！



八王子市まちなみ整備部まちなみ景観課

TEL： 620-7267 FAX：626-3616

違反屋外広告物除却活動は「高齢者ボランティア・ポイント制度」の対象です。

1日の貼り紙の除却枚数に応じてスタンプが付与されます（1日20枚で1スタンプ）。

ぜひ参加をご検討ください。

※制度への登録には、高齢者いきいき課（042-620-7243）開催の説明会へ参加が

必要です。

市内在住・65歳以上の方へ

「 て く ポ 」 の ご 案 内

高齢者ボランティア・ポイント制度をご活用ください

アプリで
健康習慣！

八王子 太郎

まち景

市内在住、65歳以上の方を対象とした、スマートフォンアプリを使ったポイント制度です。

「脳にいいアプリ」として

歩いたり、脳トレしたり、

ボランティアに参加する

ことでポイントがたまり

ます。違反屋外広告物除

却活動も対象になって

います。

スタンプ帳とダブルでポ

イント付与が可能ですの

で、ぜひ活用をご検討く

ださい。

1日20枚で
1回読み取り
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